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財団法人ふくしま市町村建設支援機構 
職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 

 

(目  的) 

第１条 この規程は、財団法人ふくしま市町村建設支援機構の職員(財団法人

ふくしま市町村建設支援機構組織規程第５条に定める職にある者で、県及び

市町村等を退職して任用されたものを除く。以下、｢職員｣という。)の給与

に関する事項を定めることを目的とする。 

(給  料) 

第２条 給料は、財団法人ふくしま市町村建設支援機構就業規則（以下、「就

業規則」という。）第 16 条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であ

って、第９条に規定する諸手当を除いたものとする。 

(給料表)  

第３条 給料表の種類は、次のとおりとし、理事長が別に定める。 

（１）総合職給料表 

（２）専門職給料表 

（３）一般職給料表 

２ 理事長は、民間賃金改定状況等を考慮して給料表の改定を行うことができ

るものとする。 

 (職務の級) 

第４条 職員の職務は、その職務の内容、複雑、困難及び責任の度に基づいて、

前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる

べき標準的な職務の内容は、給料表級別標準職務表（別表１）によるものと

する。 

２ 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとに職員の職務及び勤務成績を基

本に理事長が決定する。 

(初任給、昇給及び降給の基準) 

第５条 新たに職員となる者の給料は、その者の年齢、技術・能力、経験及び

在職者との均衡等を考慮して決定するものとする。 

２ 職員の昇給及び降給は、人事考課委員会が行う勤務評価を基本に毎年６月

に実施するものとする。 

３ ５５歳に達した職員については、同年齢に達した日以後における昇給はし

ないものとする。ただし、上位の職に昇任したときは、昇任後の職の区分に

該当する級に昇給することができるものとする。 

４ 上位の職へ昇任したときは、昇任後の職の区分に該当する級における昇任

前の給料の額の直近上位の額(同額の場合はその額)を１号上回る号に、下位
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の職への降任したときは、後任後の職の区分に該当する級における降任前の

給料の額の直近下位の額(同額の場合はその額)の１号下回る号とするもの

とする。 

(給料の調整) 

第６条 職員が満５５歳に達したときは、給料の調整を行なうことができる。 

２ 給料の調整は、職員の勤務成績を考慮して別に定める基準により給料月額

の２０％以内を減額するものとする。 

３ 給料の調整は、原則として５５歳に達した日以後における最初の６月１日

から実施する。 

(給  与) 

第７条 この規程で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤

手当、超過勤務手当、資格手当及び賞与をいう。 

(給与の支給方法) 

第８条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を管

理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び資格手当とともに支給する。 

２ 超過勤務手当は、月の初日から末日までの期間を翌月に支給する。 

３ 給与の支給日は、毎月２１日(その日が就業規則で規定する勤務を要しな

い日又は休日にあたるときは、その前日) とする。 

４ 賞与の支給日は、３月１日、６月１日及び１２月１日(以下これらの日を

「基準日」という。)に在職する職員に対し、第 16 条第６項に定める算定期

間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の１５

日(その日が就業規則で規定する勤務を要しない日又は休日にあたるときは、

その前日とする)とする。 

(諸手当) 

第９条 職員に支給する諸手当は、次の各号に定めるところによる。 

（１）管理職手当 管理・監督の地位にある職員に対する手当 

（２）扶 養 手 当 扶養親族を有する職員に対する手当 

（３）住 居 手 当 住居費の一部を補うための手当 

（４）通 勤 手 当 通勤費の一部を補うための手当 

（５）超過勤務手当 正規の勤務時間を越えて勤務することに対する手当 

（６）資 格 手 当 業務上必要な国家資格を有していることに対する手当 

（７）賞   与 支援機構の業務向上時の功労報償 

(管理職手当) 

第 10 条 管理職手当の対象となる職員及び支給額については、別表第２のと

おりとする。 

(扶養手当) 
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第 11 条 扶養手当は、職員からの届出に基づき、理事長が扶養親族として認

定した場合に支給する。 

２ 扶養手当は月額とし、その対象となる扶養親族及び支給額については、別

表第３のとおりとする。 

３ 同手当の支給は、扶養の事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の

初日であるときは、その日の属する月)から開始する。 

４ 認定を受けた扶養親族が、扶養親族の要件を欠くに至った場合は、速やか

に届け出るものとし、その事実が生じた日の属する月をもって支給を終了す

る。 

(住居手当) 

第 12条 住居手当は、自ら居住するために住居を所有または借り受ける場合、

職員からの届出に基づき、理事長が支給することを相当と認定した場合に支

給する。 

２ 住居手当は月額とし、その支給額については別表第４のとおりとする。 

３ 同手当の支給は、事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)から開始する。また要件を欠くに至った場

合は、速やかに届け出るものとし、その事実が生じた日の属する月をもって

支給を終わる。 

(通勤手当) 

第 13 条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は自動車その他の交通の用具を

使用することを常例とする職員からの届出に基づき、理事長が支給すること

を相当と認定した場合に支給する。 

なお、通勤手当の算出基礎となる「通勤に要する運賃等の額に相当する額」

には、新幹線鉄道等の特別急行列車又は高速自動車国道等の有料の道路を利

用する場合の運賃等は含めないものとする。 

２ 通勤手当は月額とし、支給額については別表第５のとおりとする。 

３ 同手当の支給は、事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)から開始する。また要件を欠くに至った場

合は、速やかに届け出るものとし、その事実が生じた日の属する月をもって

支給を終わる。 

(超過勤務手当) 

第 14 条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤

務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第２項により算出し

た勤務１時間あたりの給料の額に１００分の１２５(その勤務が午後１０時

から翌日の午前５時までの間にある場合は、その割合に１００分の２５を加

算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 
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２ 前項に規定する勤務１時間当りの給料の額は、給料の月額に１２を乗じ、

その額を１週間当りの勤務時間に５２を乗じたものから８時間に１８を乗

じて得たものを減じて得たもので除して得た額とする。 

(資格手当) 

第 15条 資格手当は月額とし、その対象となる資格および支給額については、

別表第６のとおりとする。 

(賞  与) 

第 16 条 賞与は、基本賞与と業績賞与に区分して支給する。 

２ 基本賞与の支給額は、賞与基礎額の２箇月とし、６月及び１２月に各１箇

月を支給するものとする。 

３ 業績賞与は、年間の経営収支状況を判断して、３月、６月及び１２月に支

給できるものとする。 

４ 業績賞与の支給額は、賞与基礎額に３月期、６月期及び１２月期ごとに当

該年度の収支状況によりその都度理事長が定める率を乗じて得た額とする。 

５ 第１項の規定は、これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職

員についても同様とする。 

６ 賞与の算定期間は次の区分による。 

（１）３月期賞与 基準日前 1 年間 

（２）６月期賞与 １２月２日から６月１日 

（３）１２月期賞与 ６月２日から１２月１日 

７ 病気休暇の期間並びに停職及び休職の期間は、算定期間から除算する。 

 なお、除算した後の算定期間における在職期間の支給率は別表第７のとお

りとする。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者には、第１項の規定に関わらず、賞与は

支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に財団法人ふく

しま市町村建設支援機構就業規則第４５条の規定による免職の処分を受

けた職員 

（２）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員で、その離職した日から当該支給日の前日までの

間に禁固以上の刑に処されたもの 

９ 理事長は、支給日に賞与を支給できるとされていた職員で当該支給日の前

日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該賞与の

支給を一時差し止めることができるものとする。  

（１）離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪につい
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て禁固以上の刑が定められているものに限る。)され、その判決が確定し

ていない場合 

（２）離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯意があ

ると思慮するに至った場合があって、そのものに対して賞与を支給するこ

とが、業務上に対する信頼を確保し、賞与に関する制度の適正かつ円滑な

実施を維持するうえで重大な支障を生じると認める場合。  

10 理事長は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情により、賞与の

支給を差し止める必要がなくなったときは、すみやかに当該一時差止処分を

解除するものとする。 

11 理事長は、一時差止処分を行なう場合は、当該一時差止処分を受ける者

に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 

(給与の減額) 

第 17 条 職員が勤務をしないときは、その勤務しないことにつき理事長に承

認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について１時間につき、給料

の月額に１２を乗じ、その額を１週間当りの勤務時間に５２を乗じたもので

除して得た額を減額して給与を支給する。 

(端数計算) 

第 18 条 前条の規定により勤務しない１時間につき減額する額を算定する場

合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

２  第 14 条の規定により勤務１時間につき支給する超過勤務手当の額を算定

する場合において、当該額に、１円未満の端数を生じたときは、これを１円

に切り上げるものとする。 

(補  則) 

第 19 条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

附  則(平成 21 年５月 26 日議決) 

１ この規程は、平成 21 年６月１日から施行する。 

２  平成 21 年６月１日における職務の級及び号給は、理事長が別に定める。 

３ 財団法人ふくしま市町村建設支援機構再生計画で定める再生期間中(平成

20 年６月１日から平成 23 年５月 31 日まで)は、職員の昇給は行なわないも

のとする。 

４ 平成 21 年６月の賞与の支給日は、第８条の規定に関わらず 30 日とする。 
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５ 平成 20 年６月１日施行の財団法人ふくしま市町村建設支援機構職員の給 

与に関する規程は廃止する。 

附  則(平成 21 年７月 29 日議決) 

この規程は、平成 21 年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

 

給料表別標準職務表 

総合職給料表 専門職給料表 一般職給料表 

職務の級 職務の内容 職務の級 職務の内容 職務の級 職務の内容 

 

１級 

２級 

３級 

 

 

 

副課長の職 

課長の職 

部長の職 

 

 

 

１級 

２級 

３級 

４級 

５級 

 

技師の職 

副主任技師の職

主任技師の職 

専門技師の職 

管理官の職 

 

１級 

２級 

３級 

４級 

 

主事の職 

副主査の職 

主査の職 

主任主査の職

 

別表第２（第 10 条関係） 

 

管理職手当 

管理職手当を受ける職員の職 管理職手当の月額 

１ 部  長 ６０，０００円 

２ 課  長  ４５，０００円 

 

別表第３（第 11 条関係） 

 

扶養手当 

扶 養 親 族 手 当 額 

 配 偶 者    １０，０００円 

 子 １人につき ５，０００円 

その他の扶養親族     ４，０００円 
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別表第４（第 12 条関係） 

 

住居手当 

区     分 手      当      額 

借家等職員 一律                １５，０００円 

新築又は購入がされた日から５年間  １０，０００円 

自宅等職員 

上記以外               ５，０００円 

 

備考１ 上記以外とは、当該自宅等が新築又は購入がなされた日から５年が

経過したものであるほか、その取得事由が新築又は購入以外(相続、譲渡等)

であるものが含まれる。 

 

別表第５（第 13 条関係） 

 

通勤手当 

(１) 交通機関等利用者 

区          分 手     当     額 

１箇月当りの運賃等相当額等の額 支給単位期間に係る運賃等相当額等の額

 

（２） 自動車等使用者(自転車使用職員を除く。) 

片道の使用距離 手  当  額 

２ｋｍ以上 １０ｋｍ未満 ４，１００円 

１０ｋｍ以上 １５ｋｍ未満 ６，５００円 

１５ｋｍ以上 ２５ｋｍ未満 １１，３００円 

２５ｋｍ以上 ３５ｋｍ未満 １６，１００円 

３５ｋｍ以上 ４５ｋｍ未満 ２０，９００円 

４５ｋｍ以上 ２４，５００円 

 

（３）自転車使用者   片道の使用距離が２ｋｍ以上  ２，０００円 
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（４）交通機関等と自動車等併用者 

区          分 手     当     額 

「１箇月当たりの運賃相当額等の額 

＋ (２)又は(３)による手当額」 

支給単位期間に係る(１)による手当額

＋ (２)又は(３)による手当額 

 

別表第６（第１５条関係） 

 

資格手当 

対   象   資    格 手    当    額 

技術士 ３０，０００円 

設備設計一級建築士 ３０，０００円 

一級建築士(構造設計含む。) １０，０００円 

 

別表第７（第１６条関係） 

 

賞与の在職期間支給割合表 

６月 期・１２ 月 期 ３ 月 期 

在 職 期 間 支給割合 在 職 期 間 支給割合 

10 箇月以上 12 箇月未満 １００分の８０
５箇月以上６箇月未満 １００分の８０

８箇月以上 10 箇月未満 １００分の７０

６箇月以上８箇月未満 １００分の６０
３箇月以上５箇月未満 １００分の６０

４箇月以上６箇月未満 １００分の５０

２箇月以上４箇月未満 １００分の４０
３箇月未満 １００分の３０

２箇月未満 １００分の３０

 


